
 

１．件 名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（泊３号炉）

（３９６） 

２．日 時：令和４年９月２６日 １５時００分～１６時２５分 

３．場 所：原子力規制庁 ８階Ａ会議室（一部ＴＶ会議システムを利用） 

４．出席者：（※ ＴＶ会議システムによる出席） 

原子力規制庁： 

（新基準適合性審査チーム） 

天野安全管理調査官、片桐主任安全審査官、宮本主任安全審査官、 

秋本安全審査官、小野安全審査官、上田審査チーム員、長江技術参与 

 

北海道電力株式会社：  

原子力事業統括部 部長（審査・運営管理担当）、他１１名 

原子力事業統括部 原子力安全推進グループ（担当課長）※、他１名※ 

 

５．自動文字起こし結果 

別紙のとおり 

※音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

 

なお、本面談については、事業者から対面での面談開催の希望があったため、

「緊急事態宣言解除を踏まえた原子力規制委員会の対応について」（令和４年

３月９日 第７０回原子力規制委員会配付資料）に基づき、一部対面で実施し

た。 

 

６．その他 

提出資料： 

（１）泊発電所 3 号炉 設置許可基準規則第 6 条，第 8 条及び第 9 条における

防護対象の選定について 

 

以上 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

別紙 

時間 自動文字起こし結果 

0:00:00 規制庁の上田です。それでは本日のヒアリングを始めたいと思います。

本日は北海道電力株式会社泊発電所 3 号炉の設置変更許可について

です。 

0:00:11 それでは事業者から説明をお願いします。北海道電力の金田でござい

ます。本日はよろしくお願いいたします。 

0:00:19 本日は 68 条苦情における防護対象の選定の考え方について当社の

考え方をパワーポイントにまとめてきましたのでそちらを説明させていた

だきたいと思います。 

0:00:30 ＰＲＡの審査の後、ＰＷＲの審査の中で、選定の考え方というのがかな

りいろいろはっきりしてきたということを、我々もＢＷＲ資料を見て感じて

おります。 

0:00:41 従いまして、今回そのＢＷＲの考え方に基づいて、我々としてＰＷＲのプ

ラントですけれども、取り込めるの取り込んだ形で選定の考え方を整理

してきました。 

0:00:51 ただ 

0:00:53 竜巻だけにつきましては、大井を参照しているところがありまして、まだ

少しＰＥの考え方残っております。こちらにつきましては今検討を進めて

おりますので、そちらについては次回以降、整理した上で、また、説明さ

せていただきたいと思います。 

0:01:08 説明時間につきましては、バラバラに行きますけれども、大体トータル

で 30 分以内ぐらいで説明させてもらいたいと思います。それでよろしく

お願いします。 

0:01:21 北海道電力の砂川でございます。 

0:01:24 泊発電所 3 号炉設置許可基準規則第 6 条、第 8 条及び第 9 条におけ

る防護対象の選定についてご説明させていただきます。 

0:01:36 各条の防護対象の選定に当たりまして、設置許可基準規則の解釈、審

査基準、評価ガイド等を参照し、さらに、先行ＢＷプラントの審査におい

て整理されております。 

0:01:48 防護対象の選定の考え方をもとに、泊発電所 3 号炉の各条における防

護対象の選定について明確化をいたしました。次のページをお願いい

たします。 

0:01:59 こちらが目次ですけれども、1 ポツにて各条における防護対象の選定方

針をご説明いたします。2 ポツから 4 ポツにかけまして各条の防護対象

選定についてのその詳細をご説明いたします。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:02:13 5 ポツ 6 ポツにつきましては先行Ｂダブらんとの相違点としまして、安全

評価上その機能に期待するクラス 3 設備の扱いについてご説明いたし

ます。 

0:02:24 また、参考資料といたしまして、各条の防護対象選定に当たりまして網

羅的に確認したリストと、あと 9 条の防護対象設備の選定に関する資

料、こちらを添付しております。 

0:02:37 それでは次のページ、右下 1 ページの方をお願いいたします。 

0:02:42 6 条外部事象 8 条、内部火災、九条溢水、これらにおけます、設置許可

基準規則及びその解釈では、安全施設が安全機能を損なわないことが

求められている、いることから、 

0:02:57 各事象に対する影響を確認する対象としましては、発電用軽水型原子

炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針における、 

0:03:07 安全機能の重要度分類、クラス 1、クラス 2 及びクラス 3 に属する構築

物、系統及び機器としています。 

0:03:15 さらに 9 条の規則解釈では、安全施設が安全機能を損なわないものと

いうものが、明示的に示されており、原子炉を高温停止でき、引き続き

低温停止及び放射性物質の閉じ込め、 

0:03:30 機能を維持できること、また、停止状態にある場合は、引き続きその状

態維持できること、さらに使用済み燃料貯蔵槽においては、プール冷却

機能及びプールへの給水機能を維持できることが示されております。 

0:03:45 これらの機能を有するものとしまして、安全機能の重要度分類クラス 1

及び一部のクラス 2 に属する構築物、系統及び機器が抽出されます。 

0:03:56 また、6 条 8 条においても、苦情と同様に、安全施設が安全機能を損な

わないことが求められていることから、9 条で注意されたこれらの構築

物、系統及び機器を、 

0:04:10 共通して防護すべき対象、以下共通防護対象として、安全機能を損なう

ことのない設計といたします。 

0:04:19 以上を踏まえ、共通防護対象を踏まえた各条における防護対象を、表

にまとめました。 

0:04:26 まず 9 条につきましては、安全機能の重要度分類のクラス 1 及び一部

のクラス 2 に属する構築物、系統及び機器、こちら共通防護対象です

が、 

0:04:38 これが内部溢水の影響評価ガイドも参照の上、重要度の特に高い安全

機能を有する系統が、その安全機能を適切に維持するために必要な設

備及び使用済み燃料プールの冷却給水機能を適切に許す 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:04:54 するために必要な設備を、これを溢水防護対象設備として選定いたしま

す。 

0:05:00 また、6 条につきましては、共通防護対象と原子炉の安全機能の確保

の観点から、高い信頼性を要求される、安全重要度分類のクラス 1 及

びクラスに属する構築物、系統及び機器を、 

0:05:15 外部事象防護対象施設として選定いたします。 

0:05:19 また、竜巻につきましては、これらの外部事象防護対象施設及び、竜巻

影響評価ガイドに基づく、耐震Ｓクラスの設計を要求される設備、 

0:05:29 及び、建屋構築物を竜巻防護施設として選定いたします。 

0:05:35 最後に 8 条につきましては、共通防護対象と、あとは火災防護に係る

審査基準で要求されます、原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、 

0:05:46 維持するための安全機能を有する構築物、系統及び機器及び放射性

物質の貯蔵または閉じ込め機能を有する構築物系統及び機器が設置

される。 

0:05:57 葛西君及び、 

0:06:00 火災区域及び火災区画について、火災防護対策を講ずることを考慮し

て防護対象を選定いたします。 

0:06:07 各条の詳細を次次のページ以降でご説明いたします。説明者かわりま

す。 

0:06:15 説明者かわりまして北海道電力の濱口ですよろしくお願いいたします。 

0:06:20 続きまして、9 条溢水における防護対象設備の選定についてご説明い

たします。 

0:06:26 2 ページでは、九条に関する要求事項を踏まえました防護対象設備の

考え方について整理しております。 

0:06:34 設置許可基準規則第 9 条で要求される安全施設が溢水により安全機

能を損なわないことについて、同規則の解釈では、青色とピンク色のマ

ーキングで示しております通り、 

0:06:48 要求される機能が明記されております。 

0:06:51 これを受けまして、9 条溢水の防護対象設備としましては、①の原子炉

の高温停止、低温停止及び放射性物質の閉じ込めに必要な設備、 

0:07:02 及び②の使用済み燃料ピットの冷却給水に必要な設備を選定すること

としております。 

0:07:10 また溢水ガイドでは、緑ハッチングで示しております。重要度の特に高

い安全機能を有する系統が、その安全機能を適切に維持するために必

要な設備を、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:07:21 防護対象設備として抽出することが記載されており、 

0:07:26 設置許可基準規則第 12 条で、具体的な機能が列記されておりますこと

を踏まえまして、①に該当する設備として選定した。 

0:07:36 系統設備に対しまして、これらの重要度の特に高い安全機能を有する

系統が網羅的に重視されていることを確認しております。 

0:07:47 また、水ガイドでは、溢水により原子炉外乱が及びかつ安全保護系、原

子炉停止系の作動が要求される場合には、その影響を考慮し、安全解

析を行うとされていることから、 

0:08:00 ①に必要な設備として、溢水評価上考慮すべき原子炉外乱に対処する

ための設備も含めて、防護対象設備として選定することとしております。 

0:08:12 次のページをお願いいたします。 

0:08:16 ただいまご説明した 9 条溢水の防護対象設備選定の考え方に関しまし

て、こちらの 3 ページで詳細をお示ししております。 

0:08:27 ①の原子炉の高温停止、低温停止及び放射性物質の閉じ込めに必要

な設備につきましては、原子炉の高温停止及び低温停止に必要な設備

を個別に抽出し、 

0:08:40 これらの系統設備に加えまして、安全評価指針を参考に、水位評価上

考慮すべき原子炉外乱に対処するための設備を選定しております。 

0:08:51 中主査抽出された設備は、こちらの黄色の枠内に記載しております。 

0:08:57 これらの抽出された抽出された系統設備が、右側に示しております設

置許可 12 条で規定される、重要度の特に高い安全機能を有する者。 

0:09:08 網羅的に抽出されていることを確認しております。 

0:09:12 また②の使用済み燃料ピットの冷却給水の復旧数に必要な設備につき

ましても、必要な系統設備を個別に抽出しております。 

0:09:22 次のページをお願いいたします。 

0:09:27 こちらの 4 ページと次の 5 ページには、溢水から防護すべき系統設備

の選定結果をまとめております。 

0:09:35 表の左側には、設置許可 12 条で規定される、重要度の特に高い安全

機能に該当する機能を、緑、緑色で示しており、 

0:09:46 表の右側には、前の 3 ページで、個別に抽出するとご説明した、①の原

子炉停止放射性物質の取り込みに必要な設備と、 

0:09:56 ②の使用済み燃料ピットの冷却給水に必要な設備の抽出結果をそれ

ぞれ色分けしてお示ししております。 

0:10:06 形状に関するご説明は以上となりますので、続いて 6 ページをお願い

いたします。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:10:14 北海道電力、砂川です。続きまして、6 条外部事象における防護対象施

設の選定についてご説明いたします。 

0:10:22 先ほど冒頭でもご説明しました通り、こちら、外部所防護対象施設等の

抽出フローにおけます、竜巻対象範囲こちらの破線部分についてなん

ですけれども、 

0:10:34 これを今現状せ、設定してますが、これを今後設定せずに、竜巻も含め

た六条共通の抽出フローへ見直す方針と今考えており、考えておりま

す。 

0:10:48 このように竜巻だけこういうふうに特別扱いした経緯としましては、まず

この本資料を提出した時点におきましては女川 2 号炉の知見反映と、 

0:10:58 リファレンスプラントである大井さん用号炉における竜巻防護施設の選

定の考え方、これを踏襲して、竜巻対象範囲であるこの破線部分を設

定して、 

0:11:08 いたというものですけれども、その後、このＤＢの日、ヒアリングの中で

竜巻まとめ資料につきましても、リファレンスプラントを大飯 34 号炉から

女川 2 号炉に見直す方針としましたことから、 

0:11:22 こちらの破線部分の扱いを改めて整理したく、別途またご説明させてい

ただきたいと考えております。なお、外部者防護対象施設等より抽出さ

れた評価対象施設の選定結果が変わるものではございません。 

0:11:39 それではちょっと、ちょっと資料のご説明に入ります。設置許可基準規

則第 6 条では、外部事象に対する影響を確認する対象として、 

0:11:50 こちらの安全機能の重要度分類に関する指針で規定されています。重

要度分類のクラス 1、クラス 2 及びクラス 3 に属する構築物、系統及び

機器としています。 

0:12:03 その上で 6 条における防護対象施設として、外部事象防護対象施設を

抽出いたしました。 

0:12:10 こちらのフロー図ですけれども、このフロー図は概要書防護対象施設と

その他の安全施設を抽出する。 

0:12:19 抽出するフロー図となっております。 

0:12:22 まず最初に、発電所構内の構築物、系統及び機器から、安全重要度分

類のクラス 1 クラス 2 及びクラスに属する構築物、系統及び機器を抽出

いたします。 

0:12:35 その上で、共通防護対象を包含し、原子炉の安全機能確保の観点か

ら、高い信頼性を要求される安全重要度分類のクラス 1 及びクラスに

属する構築物、系統及び機器を、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:12:48 選定しまして、これを外部事象防護対象施設といたします。 

0:12:53 さらに、外部所防護対象施設を内包する建屋、これを含めまして外部事

象防護対象施設等といたします。また、外部事象防護対象施設等に含

まれない構築物、系統及び 

0:13:07 機器をその他の安全施設として抽出いたします。 

0:13:11 なお竜巻につきましてはこちら竜巻影響評価ガイドにて耐震Ｓクラスの

設計を要求される設備建屋等を竜巻防護施設とすることが示されてお

ります。 

0:13:23 ことから、竜巻防護施設選定にあたっては、耐震Ｓクラスの請求を要求

される建屋から選定することといたします。 

0:13:31 また、外部事象防護対象施設等につきましては、こちら、防護設計方針

ですけれども、機械的強度を有すること等により、外部事象防護対象施

設が安全機能を損なわない設計とするとともに、 

0:13:45 内包する外部事象防護対象施設の安全機能を損なわない設計、及び、

外部事象防護対象施設へ波及的影響を及ぼさない設計といたします。 

0:13:56 一方その他の安全施設につきましては、機能を維持すること、もしくは

損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること。 

0:14:06 安全上庄野へ支障のない期間での修復等の対応を行うこと。 

0:14:11 または、それらを適切に組み合わせることにより、その安全機能を損な

うことのない設計といたします。 

0:14:19 なお、土佐、中盤途中、上段の矢羽根三つ目の最終行に注記 3 として

記載しておりますが、先行ＢＷＲでは、外部事象防護対象施設に、安全

評価上その機能に期待するクラス 3 を含んでおります。 

0:14:34 これにつきましては当社の扱いを、後段の 10 ページから 11 ページでご

説明させていただきます。 

0:14:40 次のページ、7 ページをお願いいたします。 

0:14:44 こちら竜巻防護施設の選定についてです。 

0:14:48 竜巻に対する防護につきましては、竜巻影響評価ガイドにいて、竜巻防

護施設は、基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイドの 

0:14:59 耐震設計上の重要度分類におけます、耐震Ｓクラスの設計を要求され

る設備、建屋及び構築物等と示されております。 

0:15:07 これに加え前のページでご説明いたしました、外部事象防護対象施設

を含めて、竜巻防護施設としております。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 
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0:15:16 また、重要度分類関する審査指針で規定されています。クラス 3 に属す

る構築物、系統及び機器につきましては、前のページご説明しました、

その他の安全室と同様の対応といたします。 

0:15:31 こちらの真ん中にある図の竜巻防護施設のこちら包含関係を模式的に

示したものでございます。 

0:15:39 竜巻防護施設のうち、耐震Ｓクラスの設計を要求される設備は、外部事

象防護対象施設に包含されます。こちらが図中の①の部分に該当いた

します。 

0:15:52 一方竜巻防護施設のうち、建屋及び構築物は、耐震Ｓクラスの請求を

要求される建屋及び構築物として、原子炉建屋等が竜巻防護施設とし

て抽出されます。 

0:16:06 また、中規模で記載しておりますが、耐震Ｓクラスの設計を要求される

設備であります。津波防護施設浸水防止設備及び、津波監視設備につ

きましては、 

0:16:18 竜巻は気象現象でありまして津波は地震地すべり等を原因とする小事

象であることから、設計竜巻と基準津波が重畳する、年超過率は、1 掛

け 10 のマイナス 7 乗パー年未満で、 

0:16:32 あり竜巻と津波の重畳は有意ではないと評価されることから、竜巻防護

施設として抽出はいたしません。 

0:16:41 最後に繰り返しになりますが、先ほどご説明しました通り、外部事象防

護対象施設等の抽出フローの竜巻対象範囲を見直す方針としています

ことから、 

0:16:52 こちらの 

0:16:55 包含関係を示したこの図につきましても、改めて整理の上ご説明させて

いただきます。6 条の説明は以上となります。 

0:17:04 次のページをお願いいたします。8 条、担当課あります。 

0:17:11 担当変わりまして北海道電力の平田です。8 条内部火災につきまして

は 8 ページ、パワーポイント資料 8 ページ 9 ページに記載しておりま

す。まず 8 ページご覧ください。 

0:17:23 まず 8 ページ一番上の矢羽根に記載しておりますのが、火災防護に係

る審査基準に記載されております、火災防護対策を講じる対象の設備

となります。 

0:17:35 対象としましては原子炉の高温停止及び低温停止を達成し維持するた

めに必要な構築物系統及び機器並びに放射性物質の貯蔵または閉じ

込め機能を有する。 
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0:17:47 構築物系統及び機器となります。 

0:17:50 この構築物系統機器の選定につきまして、以下に記載してございます。

まず、左下、まず①番。 

0:17:58 なんですけれども、現象の高温停止及び低温停止を達成し維持するた

めに必要な構築物系統及び機器につきましては、安全機能の重要度分

類クラス 1、クラス 2 及びクラス 3 の、 

0:18:11 機能分類から、原子炉の高温停止及び低温停止の達成維持に必要な

機能を選定してございます。 

0:18:19 その次にその機能を有する構築物系統または機器を選定した結果が、

①の矢印、右側の表に記載してございます。具体的には、 

0:18:30 表に記載のＰＳ湾ＭＳワンＰＳⅡＭＳⅡの機能を、原子炉の高温停止及

び低温停止の達成維持に必要な機能として選定しておりまして、 

0:18:43 その機能を有する構築物系統または機器としましては、例えば表の最

上段になりますＰＳワン。 

0:18:51 でありますと、原子炉冷却材圧力バウンダリ機能におきましては、原子

炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器、配管。 

0:19:01 経営が選定されてございます。 

0:19:04 また①の矢羽根の下の黒丸に記載してございます。火災起因によって

発生する可能性のある事象に対しまして、安全評価指針に基づき評価

を行っております。 

0:19:17 その表カーから、事象に対処するために必要な設備を抽出しておりまし

て、抽出された設備が先ほどの①で選定されました構築物系統または

機器に、 

0:19:28 包絡されているということも確認してございます。 

0:19:31 続きましてその下の②になりますが、こちらは、放射性物質の貯蔵また

は閉じ込め機能を有する構築物系統及び機器の選定となってございま

す。 

0:19:43 まず必要な機能を選定しておりまして、①の高温停止及び低温停止の

達成維持に必要な機能の機器選定と同様、安全機能の重要度分類ク

ラス 1、クラス 2 及びクラス 3 の機能分類から、 

0:19:57 放射性物質の貯蔵または閉じ込め機能を選定してございます。 

0:20:02 その結果が②の矢印の右側の表の記載となってございます。こちらも

具体的には表に記載のＭＳワンＰＳⅡ、 

0:20:13 ＭＳ、ＰＳ3 の機能を放射性物質の貯蔵または閉じ込め機能として選定

しておりまして、こちらも例えば表の上段、ＭＳ1 でございますと、 
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0:20:24 放射性物質の閉じ込め機能、放射線の遮へい及び放出低減機能にお

きましては、原子炉格納容器、ニュアンス原子炉格納容器隔離弁、 

0:20:35 原子炉格納容器スプレイ系、アニュラス空気再循環設備が選定してさ

れてございます。 

0:20:42 続きましてパワーポイント 9 ページお願いします。 

0:20:50 こちらの表につきましては先ほどパワーポイント 8 ページで選定しまし

た機能と、その機能を有する構築物系統または機器を 

0:20:59 一覧にまとめたものになってございます。 

0:21:02 ここでお示ししていますのは、先ほど 6 条にてご説明ありました通り共

通防護対象表の青色箇所に加えまして、内部火災としましては、 

0:21:13 放射性物質の貯蔵機能を有する表の黄色箇所の構築物系統または機

器を含め、内部火災から防護すべきと防護対象として選定してという。 

0:21:24 そういうものを示した表となってございます。 

0:21:27 以上が 8 条内部火災における防護対象の選定のご説明となります。 

0:21:37 説明者かわります北海道電力砂川です。続きまして右下 10 ページをお

願いいたします。安全評価上その機能に期待するクラス 3 の扱いにつ

きましてご説明いたします。 

0:21:47 こちらは先行ビームＢＷＲプラントとの相違としまして、こちら泊発電所 3

号炉の安全評価において期待する、 

0:21:57 安全機能はこちらの 

0:21:59 以下の記載してる表の通りでございまして、安全重要度分類のクラス 1

及びクラス 2 の機能に加え、クラス 3 設備としまして、信号の多重化等

により作動系に高い信頼性を有するタービントリップ機能に期待した設

計としてございます。 

0:22:17 一方、共通防護対象の選定に当たりましては、タービントリップ機能に

期待せずとも、運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故時におい

て、 

0:22:28 事象が収束し、原子炉の冷温停止に至ることが可能であり、安全評価

の結果よりも厳しくならないことから、共通防護対象として選定してはご

ざいません。 

0:22:40 次のページで安全評価上その機能に期待するクラス 3 でありますター

ビンの機能が損なわれた場合の影響についてご説明させていただきま

す。11 ページをお願いいたします。 

0:22:50 タービン等機能に期待する事象としましては、運転時の異常な過渡変

化である、蒸気発生器への過剰給水となります。 
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0:22:58 本事象は、蒸気発生器の過剰給水により、蒸気発生器水位が上昇し、

蒸気発生器水位異常高信号によるタービントリップ及び主給水隔離が

行われ、 

0:23:10 タービントリップによる原子炉トリップに至るというものでございます。 

0:23:15 こちらのグラフは、既許可の添付書類 10 にございます。蒸気発生器へ

の過剰給水の解析結果を示したものでございます。こちらで約 60 秒の

ところでタービントリップが作動し、 

0:23:30 原子炉出力は低下して最小ＤＮＢＲが上昇するといったものを示してお

りございます。 

0:23:37 こちらのぐらふうを踏まえ仮にタービントリップが作動しなかった場合を

想定し、したとしましても、タービントリップ作動前に、 

0:23:48 蒸気発生器への給水により過冷却に伴う原子炉出力は、静定している

ことから、最小ＤＮＢＲは解析結果、約 2.03 から変わらないものと考え

てございます。 

0:24:01 また、原子炉圧力につきましては、蒸気発生器の給水により、一次系の

除熱が促進されることから、安全評価の結果よりも厳しくなりません。 

0:24:12 事象としましては、蒸気発生器水位が上昇して、主給水が隔離されるた

め、それ以降は、蒸気発生器水位は低下して、蒸気発生器水位低信号

により、 

0:24:23 原子炉トリップに至り、主蒸気隔離が生じて、収束するため、安全解析

上、タービン度機能が喪失しても問題ないことが確認できます。 

0:24:36 説明は以上で、最後に参考資料、添付してますのでこちらからちょっと

補足させていただきますが、こちらの参考資料 1 につきましては 

0:24:46 安全機能の重要分類に関する審査指針におけます、安全機能の重要

度分類クラス 1 クラス 2 及びクラス 3 に属する構築物、系統及び機器

の中から、 

0:24:57 共通防護対象と各条における防護対象を網羅的に確認した表になりま

す。表の青色マーキング箇所が共通防護対象の該当箇所を示してござ

います。 

0:25:09 また、共通防護対象を考慮した、各条の防護対象範囲に該当するもの

を、丸で示しております。 

0:25:18 こちら資料 1 の、 

0:25:20 内容になってございます。参考資料につきましては、 

0:25:25 通常の 
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0:25:28 内部溢水の防護対策選定せ対象設備の選定について補足したものに

なってございます。ご説明は以上となります。 

0:25:46 はい。 

0:25:49 規制庁大塚です。私から何点か確認させていただきます。 

0:25:54 まず先月まとめ資料の方提出いただいてると思うんですけども、 

0:25:59 今回の説明っていうのは、すでにもう提出されているまとめ資料に考え

方は踏まえられてると。 

0:26:07 理解してよろしいでしょうか。 

0:26:12 北海道電力砂川です。まだ竜巻の方がですね、今現状まとめ資料提出

しているものが多いをリファレンスとして、 

0:26:23 作ってるものでございまして、今後、女川リファレンスにつくりかえるとい

う作業がこれから発生しますので、そこはこのパワーポイントには反

映。 

0:26:33 ぜひ、パワーポイントの不整合ってのはまだとれておりません。 

0:26:39 規制庁大塚です。承知しました。 

0:26:41 8 条と 9 条については、もう今回の説明と一致しているっていうことで

す。 

0:26:49 はい。 

0:26:50 その通りでございます。 

0:26:54 北海道電力の伊藤でございます。 

0:26:57 苦情についてですけれども、 

0:27:00 最後の方に共通防護対象で星取表出てきましたけれども、ＲＣＰＢ。 

0:27:07 一次冷却材バウンダリーにつきまして、 

0:27:13 もともとＰＷＲの中では、防護対象として選定しておりまして、その意味

では、今のお示ししている星取表と合致してございます。 

0:27:23 ただ、 

0:27:23 ＢＷＲさんの先行の審査状況を見まして、ＲＣＰＢに関わるものが一部

抜けているというところも見ておりましたので、 

0:27:34 我々もまとめ資料提出時にはそちらに合わせる形で、結局、静的機器

であんまり椅子に対して評価に対して影響がないっていうのは変わらな

いんですけれども、 

0:27:44 最初に、防護対象として選定するかという点では、 

0:27:48 ＲＣＰＢ今お出ししている、通常のまとめ資料では抽出されてない部分

がございますけれども、今回のパワーポイントでは、0 として抽出してい

るというところで、その部分については、 
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0:28:00 後段で修正して、再度、お示ししなくてはいけないというふうに考えてお

る次第です。以上です。 

0:28:10 規制庁大塚です。まとめ資料への反映状況を理解しました。その上で

何点か質問なんですけども、 

0:28:17 まず 1 ページお願いします。 

0:28:24 1 ページの黄色い四角の中の三つ目の矢羽根なんですけども、 

0:28:30 ここで共通防護対象っていう、 

0:28:33 言葉を定義されてるんですけど、この共通防護対象っていうのは、今回

の説明上のみで使う用語なのか、それとも個別の条文の資料の中で使

う用語なのか。 

0:28:45 どちらでしょうか。 

0:28:52 北海道電力の秦です。こちらのパワーポイント 1 ページ目に記載させて

いただいている共通防護対象という言葉は、今回の御説明のために使

った用語でありまして、 

0:29:04 68 十九条のそれぞれの個別のまとめ資料ではこの言葉は、今、現状

は記載しておりません。 

0:29:13 規制庁大塚です。今回のパワポだけの定義ということで理解しました。 

0:29:18 この言葉は今後も個別の条文の資料には出てこないという理解でよろ

しいですか。 

0:29:26 北海道電力の秦です。 

0:29:28 ご認識の通りで、このパワーポイントだけの資料となります。 

0:29:34 規制庁大塚です。わかりました。続いての質問なんですけども、1 ペー

ジの、 

0:29:40 6 条、 

0:29:41 のところ、 

0:29:43 の記載で、 

0:29:45 6 条の防護対象の設定については、共通防護対象と 

0:29:50 あと安全重要度分類のクラス 1 クラスに、 

0:29:54 外部事象防護対象施設として、 

0:30:00 選定するという記載があるんですけども、 

0:30:03 まず、共通防護対象っていうのが、 

0:30:06 重要度分類のクラス 1 と、あと一部のクラス 2、 

0:30:10 ていうふうに記載されてるんですね。 

0:30:14 そうすると、 

0:30:16 二つ目に記載している安全重要度分類のクラス 1 及びクラス 2、 
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0:30:22 に属する構築物系統及び機器っていうところにすべて含まれてくると思

うんですけど、あえてこの最初の共通防護対象っていうのを記載した理

由を説明してください。 

0:30:37 北海道電力砂川です。 

0:30:39 共通防護対象といいますのはあくまでも 9 条の水の解釈で安全機能を

損なわないものとして、明示的に示されているもの。 

0:30:52 チラーから抽出されるものが、クラスをさっきの重要度分類クラス 1 及

び一部のクラス 2 ということになるし、これが、 

0:31:02 結局 68 条においても同様に安全性が安全性を損なうものっていうのが

求められておりますので、これが必ず 68 条、 

0:31:12 9 条においても、守らなければいけないものというところがありましてこ

れを大前提としまして、 

0:31:22 これをもとに 6 条では、 

0:31:25 この現象の安全す、機能の確保の観点が高い信頼性を要求されるＡク

ラスは、プラス 1 クラスにまで範囲を広げて、それを外部事象防護対象

施設として選定するようにいたしました。 

0:31:40 以上です。 

0:31:42 規制庁大塚です。1 回しました。 

0:31:45 現状の記載だと、共通防護対象と 

0:31:50 それ、その他のクラス 1 クラスに、 

0:31:53 ていう記載が、何か別のものを指しているように見えてしまうので、共通

防護対象という言葉が今回の説明の中でしか使わないということで、 

0:32:02 今後使うかどうか説明で使うかどうかはわからないんですけど、 

0:32:08 こういう記載をする場合は、クラス 1 クラスに、 

0:32:12 が、外部事象防護対象施設ですっていうふうにまず書いてもらって、 

0:32:16 共通防護対象。 

0:32:18 としては、そのクラス 1 クラスに含まれてるので、括弧書き等で包含され

るというような記載にした方がわかりやすいと思います。 

0:32:32 あと続いての確認なんですけど、6 ページの方お願いします。 

0:32:42 6 ページの、 

0:32:44 フロー図の方で、 

0:32:45 茶色い点線で立つ竜巻対象範囲ってあるんですけど、 

0:32:51 これが何のことを指しているのかよくわからなかったんですけど。 

0:32:55 これは防護対象の施設を指し、 

0:32:58 出るんでしょうか。 
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0:33:04 北海道電力の畠です。 

0:33:06 こちらの茶色の点線で書いてる部分ですけども、 

0:33:13 六条としての外部事象防護対象施設というものを選定するために 

0:33:18 作ってる表にフロー図になりますけども、 

0:33:22 六条竜巻以外に関してはこのフローで、外部事象防護対象施設、あと

はそれを内包する建屋、その他の安全施設というのを、 

0:33:31 分けてはいるんですけども、竜巻に関しては、先ほどご説明したように、

ＰＷの考えが一部ありますので、 

0:33:41 プラスワンツースリーの中の 

0:33:45 系統機器のみだけを抽出するということでこのフローを使っております

ので、そういう意味で茶色の破線が外部事象防護対象施設までしかか

かっていないということになります。以上です。 

0:34:04 規制庁大塚です。 

0:34:06 竜巻の防護対象としては、 

0:34:10 この茶色い点線の、 

0:34:13 外部事象防護対象施設の 

0:34:15 右側に書いてある。 

0:34:17 外部事象防護対象施設を内包する建屋も含まれると思うんですけど、

これは今後点線の位置が変わるという意味ですか。 

0:34:25 電力の秦です。 

0:34:27 今ご指摘いただいた通り、竜巻に関しても、今後は、外部事象防護対象

施設を内包する建屋というところも含めて、竜巻防護施設というものを

選定します。 

0:34:39 以上です。 

0:34:41 だからこの茶色の点線が、 

0:34:44 建屋も含まれるようになるってことですよね。 

0:34:46 ですねこの茶色の点線が外れて、六条全体としてまずこのフローを使っ

て決めていくという形になります。 

0:34:55 規制庁大塚ですわかりました。 

0:34:59 あと、このフローのところで、 

0:35:05 まず安全施設が安全機能を損なわれないかどうかを確認しなければ、 

0:35:10 いけないということで、クラス 1 クラス 2 クラス 3 が確認対象になってる

と思います。 

0:35:15 そこから急になんかクラス 1 とクラス 2 だけ、 
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0:35:19 になってしまっていて、クラス 3 がどうやって除外されたのかが見えない

んですけど。 

0:35:27 黒須さんは、すみません、先ほどのご説明にも少しあったと思うんです

けど、ちょっとなぜ除外されたのかもう一度ご説明お願いします。 

0:35:40 北海道電力の砂川です。クラスターの除外者、 

0:35:45 どの、 

0:35:47 つきましては、1 ページ、21 ページの 

0:35:50 ところでご説明していますが、9 条の解釈、記載されています。こちらの 

0:35:57 安全接岸できを損なわないものということでこの明示されている、こちら

の機能、こちらを踏まえて、設定したものでございまして、 

0:36:07 この結果、選定されるものがクラス 1 及びクラス 1 部のクラス 2 というこ

とがございます。その上で、 

0:36:17 範囲をどこまでかというときに、6 条としては、安全機能の確保の観点

から高い信頼性を有する信頼性要求されるクラス 1 クラス 2 というとこ

ろを、 

0:36:30 外部事象防護対象施設というところで定義することとししております。 

0:36:37 以上です。 

0:36:42 規制庁大塚です。すいませんちょっとご説明が理解できなかったんです

けど。 

0:36:48 先行で言うと、 

0:36:51 クラス 3 も入ってきてますよね。 

0:36:54 防護対象に、 

0:36:56 クラス 3 も、安全評価上その機能に期待するものは、 

0:37:01 防護対象に入ってきてると思うんですけども、 

0:37:05 先行プラントとの違いはどういうところがあるんでしょうか。 

0:37:26 北海道電力の八田です。 

0:37:28 当先行のＢＷＲの方で、パワーポイント 6 ページ目、 

0:37:33 にも記載させていただいてますけども上の黄色い 

0:37:38 四角の箱の※3 番のところで記載させていただいてますけども、先行Ｂ

ＷＲさんの方で、 

0:37:45 外部事象防護対象施設に安全評価上のその機能に期待するクラス 3

というのを含んでいるというのは、資料確認して弊社としても認識をして

おります。その上で、 

0:37:56 弊社としてはそのクラス 3 を含まないという理由を、パワーポイントの方

で言いますと、 
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0:38:05 右下、 

0:38:08 10 ページ 11 ページの方に記載させております。記載させていただいて

おりまして、 

0:38:14 安全評価の結果より厳しくならないということで、口語体共通のというか

6 条の防護対象としては、選定していないというふうに、 

0:38:24 整理しております。以上です。 

0:38:33 北海道の伊藤でございます。 

0:38:35 大塚さんがおっしゃっているのは、その他の安全施設とした、クラスター

の主に範囲について、 

0:38:43 北電は、防護対象にしていないのかしているのかってそういうような単

純なお話なのかと思うんですけれども、外部事象防護対象施設では、 

0:38:54 の枠には入っていないけれども、 

0:38:56 防護対象として、考慮しているので、スライド 6 ページの右側の、 

0:39:04 黄色ハッチングの黄色の中にある 2 番目のポチ、 

0:39:08 その他の安全施設に対する考慮が載っているっていうふうに、すみませ

ん、社内ですけど私はそういうふうに理解してたんですけれども、違い

ますか。 

0:39:19 抗体としてじゃない。 

0:39:20 こうやってる。 

0:39:23 そうですねはいここに書いてますように 

0:39:26 機能を維持するというような運用での 

0:39:30 対応というのは、 

0:39:33 ＫＬａｂさんとしては、対応しますので、そういう意味では、はい。 

0:39:37 その認識で、 

0:39:40 後輩として、 

0:40:07 積極化基準では、安全施設の安全機能が損なわれないことが要求され

ているので、もちろんクラス 3 も確認する必要がある範囲だと思うんで

すけど、 

0:40:21 外部事象防護対象施設、 

0:40:24 を抽出する際に、クラス 3 は考えなくても、 

0:40:29 安全が保たれるということで、除外されてる。 

0:40:33 ていうことだと思うんですけど。 

0:40:37 先行プラントでは、安全解析上で、 

0:40:42 機能を期待するクラス 3 も、竜巻の防護対象として選定してるんですけ

ど、 
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0:40:48 北海道電力としては、 

0:40:54 選定しなかった理由っていうのは、 

0:40:58 実際は安全解析の結果よりも、 

0:41:03 厳しい状況にはならないから選定しなくてもよかったという、 

0:41:06 ことですよね。 

0:41:11 その理解で。はい。 

0:41:17 調べられる、全体としてそうですね。はい。 

0:41:23 実際に安全解析評価してみる等、その機能に期待しなくても、結果的に

変わらないっていうか同等だということで、今回のこの選定の中からは

外しにいってるということになって、 

0:41:35 もうちょっとＰとＢの違いがこう出てると思います。 

0:41:40 規制庁大塚です。わかりました。ちなみに、Ｐの先行で言うと確かにクラ

ス 1 クラスにしか入ってないんですけど、クラス 3、 

0:41:50 を除外してる理由がちゃんとまとめ資料の基本方針からしっかり書かれ

ているので、一方で北海道電力さんのまとめ資料には、 

0:42:00 理由が明確に書いてなくて急にクラス 3 除外しているので、その辺ちょ

っと説明充実させてください。 

0:42:13 規制庁大塚です。続いての確認。 

0:42:17 ですけども、7 ページをお願いします。 

0:42:27 7 ページの絵と真ん中の、 

0:42:30 図なんですけど、この竜巻防護施設って書いてありますけどこれは、 

0:42:35 ガイドで言う竜巻ガイドで言う竜巻防護しつつ、 

0:42:40 と同じものでしょうか、同じ対象範囲でしょうか。 

0:42:48 北海道電力です。ガイドでは耐震Ｓクラスのものの立場に防護施設を行

ってますので、 

0:42:53 この表現とちょっと違ってると思いますはい。 

0:42:56 ここは安全施設と、安全施設である外部事象防護対象施設をですね、

耐震Ｓと両方を考慮したもので、竜巻防護施設を定義しておりますの

で、ある程度表現するものだと異なった表現となってます。 

0:43:10 規制庁大塚です。承知しました。 

0:43:14 対象範囲は多分ガイド等ここで説明されてる範囲は違うんですけど、 

0:43:19 その言葉としては、竜巻防護施設っていう言葉としては、今回の御説明

と、 

0:43:25 あと竜巻ガイド、両方とも竜巻防護施設って言葉を使ってるんですね、

中身が違うんですけど、そうすると、ちょっと同じ言葉を使うと、 
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0:43:35 混同する。 

0:43:37 可能性があるので、 

0:43:42 竜巻防護施設の定義を、 

0:43:46 しなければいけないんであれば、別の名前に変えていただきたいんで

すね。 

0:43:50 甲斐小貫です。こちらについては外部事象防護対象者という形で一応、 

0:43:55 6 ページのフローの方で竜巻等も全部網羅する形にしまして、竜巻防護

施設表現 1 日と自戒をし使わないようにしたいと思います。 

0:44:04 規制庁大塚です承知しました。 

0:44:06 そうするとこの図は何か今、 

0:44:09 外部事象防護対象施設、 

0:44:12 の一部と、 

0:44:14 あと耐震Ｓクラスの一部が重なってるように見えるんですけど、 

0:44:19 実際は、 

0:44:20 外部事象防護対象施設、 

0:44:23 の中に耐震Ｓクラスが全部含まれてるっていう。 

0:44:26 理解でよろしかったですか。 

0:44:28 北海道電力の瀬古です。7 ページのパワポを見ていただきまして設備

ですね、設備については 

0:44:36 下の 2 番目にあります竜巻防護施設のうち、外部事象防護施設の中に

は、ちょっと耐震Ｓクラスから要求される設備については網羅されます

ので、こちらついては、外部長防護施設の方、 

0:44:47 すべて網羅される形になってます。 

0:44:49 ただですね、建屋なんですが、 

0:44:52 6 ページのパワポを見ていただきますと、 

0:44:55 もう竜巻以外の 

0:44:57 外部事象を、 

0:44:58 外部帳簿対象でない放送施設としまして建てこちらの建屋ではですね。 

0:45:02 ＲＢＡＢＴＢＣＷＢカートが、その竜巻以外では防護対象を内包する建屋

になってまして、 

0:45:10 一方ただ竜巻の方ではですね、7 ページを見ていただきますと、耐震Ｓ

クラスから要求される建屋構築物の要求されてますので、 

0:45:19 先ほどのものとの違いとしましては、 

0:45:23 建屋構築物のＲＢＢＴＢまで同じなんですけど、耐震Ｓクラスを要求され

るものとしてですね、この燃料長ＩＳＯタンク施設とか、 
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0:45:33 取水ポンプ室、海水ポンプでＢ層になると追加出てくる形になってまし

て、 

0:45:39 これが 6 ページの 

0:45:43 ここの田野次長で外縦置出して分違っておりまして、 

0:45:47 もう一度次回以降ではですねこの外部事象を内包する建屋の中にです

ね、 

0:45:51 この今のＲＢＡＤＤＢＣＷＰになってますけど、こちらの方にも一応、タン

ク室ですとか取水ピットポンプストレーナーと追加しまして、 

0:46:01 その全部を網羅する形でこの内包する建屋と定義しようと思ってますの

で、 

0:46:07 日本で見直す方向で考えています。 

0:46:10 他建屋の方はだからその、 

0:46:13 必ず交換関係に現状なってないという形です。 

0:46:16 規制庁大塚です。理解しました。 

0:46:19 そうすると、 

0:46:21 今後同じような図を使って説明する機会があるかどうかわからないんで

すけど、今後、説明する場合は、設備と建屋を分けて、どう作った方が

多分わかりやすいと思いますので、よろしくお願いします。 

0:46:36 そうしましたら、 

0:46:43 規制庁大塚です。私からは以上です。 

0:46:49 宮本ですけど今大津カーの確認内容を踏まえて、ちょっと私の方で確認

したいのは、まず今後、 

0:46:56 6 ページ 7 ページは、項目変わるので、 

0:47:01 今日説明した内容は全く変わっちゃうっていうことを言われてるってこと

ですよね全く定義がよくないです。 

0:47:07 変更になるという前提で今説明されてるってことですか。 

0:47:15 長電力砂川です。 

0:47:17 竜巻に関して変わるというところが、竜巻に関して、そのあたりが変わる

ということで、他の 6 条の竜巻以外の事象につきましては、 

0:47:31 例えば起因事象についてはご説明した内容の通りで、対応するまず

ね、外部事象防護対象設備っていう名前になってること自体が多分理

解されていなくて、 

0:47:42 これ竜巻とか竜巻じゃないとかじゃなくて、6 条の条文に対する防護方

針を守らなきゃいけないものを、 

0:47:50 統括して整理したのがこの、 
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0:47:54 フローになっているので、竜巻だからこれは違いますあっちＳＤではなく

て、基本的には、外部事象をやる、ここで言っている外部火災であろう

が、 

0:48:05 竜巻であろうが火山であろうがすべて同じような抽出の考え方で整理し

てるはずなんですけど、それを理解されて今説明されているところです

か。 

0:48:15 相田ですけれども。 

0:48:16 これ冒頭私の方も申し上げましたけれども、我々ちょっと大井の方でＰ

をちょっと引きずってるところがありまして、やはりそのＢのやつ、今かな

りやはり進んできたってのは事実でございますので、 

0:48:27 今おっしゃった通り、やはり全体として統一した考えとするために、今回

これ出した段階では裾野議論はちょっとまだ迫ってなかったというのが

実情でして、 

0:48:38 そのあと 2 回のデービーのヒアリングをしていただきまして、我々として

やはりここはちゃんとしっかり合わせにいくべきだということで竜巻も女

川の方に落ちていくと。その結果、やっぱ一つ、一本筋取った形で統一

した形での、 

0:48:51 もう施設って形で整理できるというふうに考えております。ちょっと間に

合わなかったんですけれども、ちょっと企業に記載のないことで説明し

て混乱させてしまいましたけれども、 

0:49:01 我々としては今そちらの方で、竜巻の方の資料についてはすべて見直

すことに考えております。 

0:49:08 わかりました。今日ちょっとどこまでやるかっていう議論なんだけど、例

えば六条今 98 条の話もされてるんだけど、 

0:49:17 1 ページ目のところで、これ経費がすごく 

0:49:23 とっぱらで説明されるあれなんですけど、6 条 89 条も基本的にクラス 1

クラスにクラス 3 を対象にしますよと、その中から、防護対象はクラス 1

クラスに安全解析上クラスターにしますよと。 

0:49:35 で、一斉に関してはその中で、要はここで書いてあるように、 

0:49:42 何だっけ、停止かな。 

0:49:45 高温停止、冷温停止、閉じ込め機能プールの冷却機能というのはガイ

ド書かれていると。八条の方は安定停止と閉じ込め機能が書かれてい

ると。 

0:49:55 だから、基本的に、6089 条も守ろうとしてるものはもともと対象ってのは

同じで、その中から、8 条と九条は少し、 
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0:50:04 引いてるというか、なってるという構造になってるっていうことが、 

0:50:09 理解できるこれ資料になってるようには見えないんだけど、 

0:50:13 普通、その認識は持たれてるってことでいいですかね。 

0:50:25 北海道電力、砂川です。その認識ではおります。 

0:50:33 なので、先ほど、 

0:50:37 6 条の戦時説明を九条のガイドのガイドとか解釈のところから持ってこ

られたりしてたんだけど、九条は 98 条 86 条 6 条ですからね基本的に、 

0:50:49 それを、記載がよく似てるからといって、記載が近いところがあるから、6

条の記載のところの六条に同じ記載をしたと言って九条のものの解釈と

同じように持ってくるっていう、 

0:51:04 多分認識は多分違っていて、先行ノー多分女川とかをよく見てもらえれ

ばいいんですけど、その 

0:51:11 まずう泊の資料っていうのは、 

0:51:15 経緯が全くわからない資料になっていて、あと中止抽出した機器も全く

書かれていないと。 

0:51:22 要は、 

0:51:23 ここで書かれていて、最終的には、安全会長クラス 3 が、 

0:51:30 多分本装置及び周期止め弁かな。 

0:51:33 書かれてこの表っていうのは、この表っていうか、これーもそうなんです

けど、こういう、 

0:51:39 外部事象防護対象機器を抽出した結果の表っていうのが女川とかつい

てると思うんだけど、 

0:51:46 多分泊はついてないですよね、比較表で竜巻とかに。 

0:51:57 すいません注意した表については、多分補足説明資料になってると思

います。 

0:52:02 補足説明資料の 10 番に多分、防護対象の機器を選定したリストがある

と思います。 

0:52:10 比較表の範囲ではないと思います補足説明資料となると思います。 

0:52:17 なので余計にわかりにくいんですよ。 

0:52:19 要は、比較表についてなくて補足だけにつけてるとかってなっちゃうと、 

0:52:24 要はその女川と同じように、柳瀬、対象設備が違いますが当然ＢＷとＰ

ＷＲ違うのは名前も違えばその系統が違うのは明確なんだけど重要度

分類指針はもともと一緒だし、 

0:52:35 そこの経緯のところを明確に書かれていないと、経緯が同じように抽出

しましたっていう話になってるのか、当然それはＰだから、 
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0:52:45 明らかに違うものもありますよそれは当然だから、系統とか構成が違う

んだから、いやそれは当然ながら違うと思うんだけど、 

0:52:52 そこの部分がまず示されていない。 

0:52:56 比較表になってるのでちょっと我々としてもそこまでちょっと追い切れな

かったんだけど、ついてるんですね。 

0:53:04 対象のリストですか。 

0:53:06 それを補足する時の方についてますはい。 

0:53:24 ちょっと前ですよね。 

0:54:04 ちょっと今手元にないのでちょっと後で見ときますけど、 

0:54:08 なので、その辺が、 

0:54:11 ついてないので、ついてないというか比較表のところにはついてなかっ

たらちょっと後で確認します。 

0:54:24 結果からいうと、これ今日の資料っていうのは全部古い所バージョンに

なっていて、 

0:54:31 新しいバージョンって言い方よくないんですけど、 

0:54:35 最終的に 6 条 89 条は、 

0:54:39 決めた資料っていうのを、 

0:54:42 各条文でやろうと今してんのか。 

0:54:45 それとももう 1 回こういうものを作って説明しようとしているのかどっちで

すか。 

0:54:52 どう電力カネダです。これやはり最初にその 6819 条については、防護

対象しっかりその認識合わせをするというか我々の考え方がおかしくな

いってことを確認しないと、 

0:55:03 そもそもやっぱ入口で変なとこ行ってしまうと、ちゃんと議論ができない

と思いますので、まずそこの認識を我々の認識が、ちゃんと合ってるっ

てことについて確認したいというのが、今日の主旨でございます。 

0:55:13 その中で、竜巻についてはちょっと今、冒頭申し上げてるつとちょっと解

除してきますけれども、その他のものについては、我々の考え方は今、

多分、 

0:55:24 変わる今変わるってふうに考えてなくて、98 条については今の考え方だ

と思ってます。ただ先ほどその経緯について少し整理ができてないとか

そういうところありますので、 

0:55:35 その辺については少しこのパワポをもう少し改善するとか、あと比較表

で、対象が出てないというのであればそういうのをちょっとつけてるとか

して少しここを詳しくしていった上で、 
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0:55:46 やはり入口のところの考え方についての議論だけはしっかり最初にさせ

ていただくのが、我々にとってはそのあとの手戻りが少ないかなという

ふうに思っております。 

0:55:57 わかりましたちょっと、 

0:56:02 溢水、 

0:56:10 内部溢水も出ております。 

0:56:11 一睡もしこのクラス 1 及び一部のクラス 2 って表現入れてるんであれ

ば、先行と全く表現違うと思ってるんですけど、これこのまま入れてる感

じですか。 

0:56:22 北海道電力の伊藤でございます。一部のクラス 2 という表現は、入って

おりませんで、 

0:56:28 スライドで申し上げますと、 

0:56:32 3 ページ、右下 3 ページの、 

0:56:35 左左肩①②とございますけれども、 

0:56:39 このような具体的な系統設備名としてお示ししてるっていうのが、今の

溢水のまとめ資料の状況でございます。 

0:56:47 わかりました。ちょっともうこれ、空中戦になっちゃうので、これ以上言い

ませんけど、あくまでもＢＷＲから何が変わったかっていうと、まずクラス

1 クラスにクラス 3 を立てて確認対象にしましょうと。 

0:57:00 そのうち、クラス 1 クラスに安全解析上クラス 3 をしましょうと。 

0:57:05 何でクラス 3 になったか、安全規制解析上クラス 3 まで含んだっていう

ところは、クラス 3 のうちは基本的にはその 

0:57:13 6 条の場合は、代替措置等で対応できるでしょうと、多分苦情も確かそ

うだったと思うんだけど、8 条は何なんで入ってないかっていうの理解さ

れてます。 

0:57:27 安全解析上クラス 3 以外のクラス 3 が何で入ってないかって理解され

てます。 

0:57:41 北海道電力の平田です。私の方でちょっと女川、確認した資料の中で

はクラス 3、その他安全解析が必要なクラス 3 という記載があったと認

識してございまして、 

0:57:55 ただ泊としては先ほど説明した通りクラス 3 の安全解析上必要なもの

は、該当しないということで、考えているという形で今、資料の方を作成

しております。 

0:58:08 網野ですけど、多分ちょっと私の質問をした人と、 
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0:58:11 泊が安全解析上クラス 3 をどういうふうに整理するかってのは多分ちょ

っと今後我々の方も確認しなきゃいけないんで、それは先行ＰＷを含め

て、踏まえた考え方でちょっと整理しなきゃいけないかなと思うのは、認

識としては思ってます。 

0:58:26 で、クラス 3 を入れてないのはあくまでも火災っていうのは区域区画で、 

0:58:31 防具するものであって、 

0:58:33 そこの区域区画の中に、重要度分類が高いものがあるので、建屋の中

の建屋で協会で、もう区域してしまってるので、 

0:58:42 そこまで明確にしなくても、火災防護対象にはもうなってるだろうというこ

とで、安全解析上クラス 3 以外のクラス 3 はそこに入ってないっていう

表現で、代替措置とかそういう表現を、火災には入れてないっていう認

識で私はいます。 

0:58:57 なので、何が私が言いたいかっていうと、ＢＷＲでなった経緯っていうの

をよく理解してくださいなんですよ、条文の要求は何も変わってなくて、

要はその 

0:59:10 その結果だけを求めるじゃなくて、ＢＷ以降は、その抽出過程も明確に

しましょうということなんですよ。最終的に選んだものは多分今、 

0:59:21 多分、泊で選んだものとほぼ一緒なのかもしれない。 

0:59:26 だけど、結果だけを出しているＰＷＲと違ってＢＷＲからは、その経緯

ね。 

0:59:32 どういう機器が一覧表にあって、そのうちのどれがその安全解析上のク

ラス 3 なのか、それと、あと火災防護上必要な防護対象機器なのかこ

れ燃えても大丈夫だからこれは、 

0:59:44 障防法でやりますよとかっていう整理を多分つけてた表が、 

0:59:47 女川も柏崎元にも全部ついてたと思うんで島根も多分、 

0:59:51 そういうのをよく見てもらって、理解してから持ってきていただかないと。 

0:59:56 結果だけぽんと我々持ってこられてもその経緯を理解されてなければ、

当然基準適合上のこの説明資料というのが、 

1:00:04 今回み竜巻なんていうのはもうほぼほぼ、 

1:00:08 今現状多分できてない状態になってますよね。なので溢水も火災も、そ

ういう意味で理解した上でこっちに持っていただかないと、多分同じこと

になると思うんですよ。 

1:00:20 さっき六条の話したんだけど 6 条、六条竜巻だけ言ってるわけじゃない

ですからね。 

1:00:26 外部事象防護対象設備っていうことはあくまでも六条の各 
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1:00:30 すべての 

1:00:31 事象に対して言ってる言葉ですからね。 

1:00:36 それぞれの事象によって守り方が違うでしょう。 

1:00:39 外部で繋がってるやつは田沼期になるだろうし数、火山だと関さんにな

るだろうしとか、いろんなの対応になると思うんですよね。 

1:00:47 そういうふうに、守り方がそれぞれ事象によって変わりますっていうこと

になってるだけであって、守る対象設備ってのは一緒ですからね。 

1:00:55 一緒で、当然一緒になるはずでしょうと。 

1:00:58 内部事象も外部社内部長とは溢水とか火災ね、外部事象というのは今

六条の話ね、そもそも守るべきものは一緒でしょっていう考え方の中で

整理をしてきてるので、 

1:01:10 そのゆ、理解をした上で、この資料というのを作っていかないと、 

1:01:14 今は何、何となくこの、 

1:01:17 さっき言ったように、 

1:01:18 申請書とそもそもここの記載が違うとかね。 

1:01:22 この説明資料が、申請書では、共通防護対象設備なんて共通防護対

象なんていう言葉を使ってないのに、 

1:01:29 パワーポイントだけ共通防護対象というのが入ってたり、 

1:01:33 さっき言ったように、一部のクラスにっていう表現を入れてみて、じゃあ、

実際の申請書終わったら空気こんな言葉を入れてないとかね。 

1:01:42 なると、結局我々何を見ればいいかわかりませんので、それを踏まえた

資料作成をしてもらえますかね。 

1:01:50 いいですか。 

1:01:59 北海道電力須永です。承知いたしました。 

1:02:12 じゃ、菅さんあれ。 

1:02:14 これは、 

1:02:15 もう 1 回やるならやってもいいんだけど、 

1:02:18 今結局これじゃないんですって説明を奥井、この資料をもってやられち

ゃうと、我々、 

1:02:28 違う。 

1:02:45 田井までのところというのは我々そこでずっとやってきたのは事実なん

ですよね。そのあとＢのやつを見ながら今かなり我々としても、各社に

確認をしながらやってはいるんですけれども、 

1:02:56 まだちょっと経緯含めてしっかりと押さえきれてないようなんかってこと

は、今日ちょっとわかりました。その辺ちょっと含めてもう少し中で相談し
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た上で、結局出てくる答えというかその対象は多分あまり変わらないと

は思うんですけれどもそこに至る経緯ですけれどもそこを、 

1:03:11 もう少し考え方を整理する形にしていきたいというふうに思ってます。ち

ょっとイトウの方がすぐ追加で確認した方がよろしいでしょうか。 

1:03:20 北海道の伊藤でございます。 

1:03:22 許可申請書とまとめ資料と、パワーポイントの資料の整合を整えた上

で、 

1:03:30 反省をさせた上で、改めてご説明ということで承りましたけれども、 

1:03:35 先ほど宮本さんからお話ございました。 

1:03:40 六条八条九条各々の 

1:03:43 条項によって要求事項が整理されていて、別物ですというところは、

我々もその通りなのかなというふうに認識しております。 

1:03:53 他方で、 

1:03:54 両すべての条項の要求に対して、 

1:03:58 安全施設が安全機能を損なわないことと、 

1:04:02 いう文言は入っているという状況も認識しております。 

1:04:07 これに対して、 

1:04:09 安全機能を損なわないものとはこういうものであるということで、具体的

なその機能というものを明示していただいているのが、内部溢水の 9 条

の解釈かというふうに思います。 

1:04:22 その上で、他の 

1:04:26 安全機能を損なわないもの、68 条にも書かれてますので、まず、この部

分を守りにいくべきなんだろうというところは、先行のＢＷＲさんのまとめ

資料を拝見しましても、68 条の 

1:04:40 資料の中にですね、内部溢水の解釈にある高温停止低温停止と、あと

そういった文言が取り込まれてますので、そういう我々としては、 

1:04:51 旧常勤で繋がっているんじゃないかというところの解釈で今回取りまと

めたつもりだったんですけれども、ちょっとその辺わかりづらいところは、

改めて見直したいと思います。 

1:05:01 そしてもう一つ、 

1:05:03 クラス 3 までのお話ございましたけれども、今 

1:05:08 今日参考としてお示ししている星取表先ほどちらっと出ました。 

1:05:14 12 ページ以降、 

1:05:16 に指針で示されるＰＳＭＳワンツースリーすべてに対して、補修費を作っ

てございまして、 
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1:05:26 今回、マルバツでしかないんですけれども、 

1:05:31 各条項で、ＰＳ3 まで、ＭＳさんまで、クラス 3 まで、どうして×でいいの

かというところを整理した表っていうのも、 

1:05:41 これも先行ベースで拝見しておりますので、こちらは今のまとめ資料に

も入ってございます。この辺りも、今回資料に含める形で、 

1:05:50 全体をご認識いただけるように資料構成を改めたいと思います。私から

は以上です。 

1:06:01 ですはいよろしくお願いします。 

1:06:03 北電からですけれども、今日いただいたという過去、我々の方の資料で

ちょっと、大変思い至らないところがあるのがよくわかりましたので、経

営含めてしっかりつくり直した上で、もう一度この資料のヒアリングを、ま

たちょっと、 

1:06:17 持ち帰って、どれが時間あるかと整理しますけれども、 

1:06:20 それなりに皆さん、皆で議論してやっていますので、今日のやつ決定、

直せると思います。また日程については事務局の方と調整された上で、

またお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

1:06:42 長南ですちょっと細かいところなんですけれども、溢水の表、 

1:06:47 ＭＳ案とかの表、3 ページから続いていて、5 ページまであるのと、 

1:06:55 あと、全体の方の参考資料 1 の 12 ページからの被告表なんですけれ

ども、 

1:07:02 これ何かＰＳ湾とかの種類、 

1:07:06 なんかこう○ついてるのが、何かこう溢水の方だと前の表の表で出てこ

なかったりとかしているのでちょっとどっちが正しいのかわからないんで

すけれども、そこもあわせて整理していただけないでしょうか。 

1:07:20 具体的に言うと、 

1:07:23 あれかな。 

1:07:28 ＰＳ湾の、 

1:07:30 片括弧 2 とか片括弧 3 って、 

1:07:33 溢水側の表でどこに入ってるのかすみませんちょっとわからなかったん

ですけれども。 

1:07:39 バウンダリのやつしかＰＳ案が出てこなくてですね。 

1:07:52 はい。北海道の伊藤でございます。冒頭、少し申し上げたところかなと

いうふうに理解しました。 

1:08:01 バウンダリーで今我々、お示ししているところが、隔離弁しかなくてです

ね、後段の表の方では、 
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1:08:08 ＲＣＰ、 

1:08:10 事例薬剤バウンダリ全体のところもある、丸付けしていて、 

1:08:15 本来姿としては、今後段の方の表の形になろうかと思いますので、ちょ

っとそれが前段の表と整合するように、そちらも留意して、機械修正した

いと思います以上でございます。はい。 

1:08:30 規制庁本田です。よろしくお願いしますあともう 1 個、もう 1 回確認させ

ていただきたいんですけれども、7 ページの、今ここで書いてある竜巻

防護施設っていうのは、 

1:08:41 これは津波関係の施設は入らない。 

1:08:44 てことですよね。 

1:08:45 横に注釈で書いてあるように、 

1:08:49 あと、 

1:08:52 下で書いてある原子炉建屋とかは、竜巻防護施設の中に入れてくるっ

ていう整理でよろしいですか。 

1:09:07 ごめんなさい。建屋の方ですか。 

1:09:10 すいません下の矢羽根の二つ目のところで竜巻防護施設のうち、建屋

の構築物の原子炉建屋とかって入ってるんですけど、これ竜巻防護施

設になるんですか。 

1:09:21 はい。 

1:09:23 規制庁の磯、そうすると、ごめんなさい。ちょっと確認させていただきた

かった。この竜巻防護施設の中の、耐震まずまず耐震Ｓクラスの設計を

要求されるものは全部この竜巻防護施設の中に入らないで、Ｓクラスの

津波関係のやつは外外に出てくる。 

1:09:39 ていうのがある。 

1:09:43 津波関係は中期防で記載させていただいたように、竜巻防護としては

抽出しません。 

1:09:51 建屋としましてはですねこの矢羽根で書いてあるすべてこれが耐震Ｓク

ラスが要求されるようになってますので、 

1:09:57 これがすべて防護対象になります。 

1:10:02 手帳です書いてある建屋とかっていうのは、言葉町は外、 

1:10:07 旧事象防護対象施設を内包する建屋ってことですか。 

1:10:12 そうなりますはい。ここはここ外部。 

1:10:14 事象防護対象施設等外部事象防護対象施設を内包する建屋と耐震Ｓ

クラスがあるってことでいいですか。 

1:10:29 すいませんモリタせお願いします。 
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1:10:42 ごめんなさい耐震Ｓクラス設計を要求される建屋及び構築物でこれも間

接支持構造物のここに入ってるってことなんですかね。 

1:10:51 これは、 

1:10:52 若菜坂下です。 

1:10:54 そうすると、 

1:10:57 外部事象防護対象施設を内包する。 

1:11:00 建屋っていうのは全部Ｓクラスの中に入る。 

1:11:04 てことでいいんですか。すいませんちょっとそういう関係がわからなく

て、そのようになりますはい。 

1:11:26 竜巻防護施設の古里すべて耐震性を要求するものになってますので、 

1:11:36 多分申請書、女川の申請書柏崎の申請書をよく見てもらって、ここの部

分でどう書いてありましたか、なんですよ。 

1:11:53 多分多いのしか見てみられてないので、多分そこチェックされてないで

しょ。 

1:12:05 要は柏崎や女川矢藤 2 で、ここのガイド上の、 

1:12:11 二つ 

1:12:14 耐震重要度分類における耐震Ｓクラスっていうところの整理をどうしてた

かっていうのを確認されてますかなんですよ。 

1:12:24 北海道電力です。女川の方ではその外部事象防護対象施設、クラス 1

から詳しい、防護対象でありまして、 

1:12:33 あと耐震使ったものがその中に含まれてるってことを確認しているとい

ったような記載になっています。 

1:12:41 オクにおいても、こういった設備については同じ形になります。 

1:12:48 そうした上で、申請書等彼らの添付資料っていうのはどうなってたかっ

ていうのをよく確認された方がいいんじゃないかと、なんでこの記載が、 

1:12:58 外部事象防護対象設備の説明の中に、最後、また書きで入ってると思

うんだけど、 

1:13:06 なお切りかな。 

1:13:08 で入ってると思うんだけど、そこの記載が何でこうなったかっていうの

を、よく事業者に確認した方が事業者というか東北でも、東京電力でも、 

1:13:18 東海第 2 でも日本日本原電でも、 

1:13:21 確認して、 

1:13:23 意図をよく理解された上で、整理していかないと、 

1:13:27 多分その経緯をよくわからないと、結局これの繰り返しになりますよ、多

分。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 
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1:13:48 まずね、 

1:13:49 これはうちのガイドの問題もあるのんだけど、 

1:13:52 要は基準とガイドの対象設備の表現が違ってますと。 

1:13:57 要は安全施設に対しても安全機能を有する設備でもいいんだけど、に

対するっていう 6 条の要求事項に対して、竜巻は、 

1:14:04 何て書いてあるかっていうとガイドで、 

1:14:06 重要度分類における耐震Ｓクラスという表現になってると。 

1:14:10 それが必ずしもイコールじゃないですよねと。 

1:14:14 いう話で多分ＰＷＲの時代結構皆苦労してきたんですよ。そこをどう整

理するかって、 

1:14:20 ＢＷＲでどうしたかっていうと、外部事象防護対象設備を全部抽出した

結果、注意した、抽出したものの中に、 

1:14:29 漏れなく耐震Ｓクラスが入っていることによって、要は防護対象設備が

含まれているという確認を入れてるわけですよ。 

1:14:37 そういうことでガイドに沿ったものであり、基準に沿っても、ものであるっ

ていう整理をしているということなんですよ。 

1:14:44 そこを理解した上で、これをどうするかっていう表認識を持たないと、 

1:14:49 今みたいに、ここは外部事象防護対象設備って言いながら、耐震Ｓクラ

スの考え方もここに入れてますとかって言って、その経緯をわからない

で入れちゃうとこういうことになるってことなんですよ。 

1:15:02 いいですか。 

1:15:05 落ちました。はい。 

1:15:23 規制庁長江です。 

1:15:26 ちょっとこの条項の整理の中で、 

1:15:30 12 条は 

1:15:32 最初の方に出てこなかったんですけど、12 条の 

1:15:36 整理っていうか特に安全機能を有する系統のうち安全機能の重要度が

特に高い安全機能という形で、 

1:15:44 会社食う基準規則の解釈の方に、網羅的に 

1:15:51 安全機能を有する系統のうち安全機能の重要特に高い安全機能を有

するものってこう具体的に書かれてるので、 

1:16:00 それと、さっきからずっと出てきている安全施設一般ですねこれは安全

機能を持ってるものっていうことで、クラス 123、押し並べて 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

1:16:10 指すものであって、その中の安全機能を有する系統のうち、安全機能

の重要度が特に高い安全機能っていうのが具体的に書かれてるってい

うのは、その 12 条の整理で基本的にはその 

1:16:23 そういう、対象は安全、安全機能持ってるものは 123 だしその中で特に

安全機能の重要度が高い、閂の有するものっていう形で整理されてい

て、 

1:16:34 それとそれの集合と、 

1:16:38 高温停止とか冷温停止っていう安全停止のパッケージっていうのが、別

の所、各場で求められてるとかですね、 

1:16:49 やっぱりある程度包絡性とか何とかで最終的にだから、一、二は全部網

羅するんだとかね、そういう形でやらないと、皆さんの 

1:16:58 ホームページとか冷温停止の安全停止のパッケージはこれですってこ

う選ばれてるみたいなんですけど。 

1:17:04 その包絡性が最終的にこう、 

1:17:08 詰めていかないと、漏れがあるといけないので、最終的にはその 

1:17:14 クラス 1 には全部網羅的にやるんだとかですね、そういう考え方の方が

わかりやすいのではないかと思います。 

1:17:23 それとあと、 

1:17:25 ちょっと気づいたところなんかさ基本的には 

1:17:29 何ていうか設置許可基準規則の解釈と、あと、審査基準、それからガイ

ドっていう、その三つの 

1:17:38 いろんなさっき宮本が言ったように、ずれがあったり、定義が違ってるん

で、女川の 

1:17:45 中身を見ると、彼らはその基本的なＯＲで拾ったり、あと集合論でどっち

が包絡範囲が広いかっていう、そういう整理の仕方で、詰めていってる

ので、 

1:17:58 その辺、よく 

1:18:00 書かれてるものはしっかり書かれてる指標もついてるんで、 

1:18:04 そのわかりやすいんじゃないかと思います。 

1:18:07 だからやっぱり各条ごとに、 

1:18:11 何て言うと設置許可基準規則の解釈でどういう要求があるのか、それ

から、新先新審査、 

1:18:21 審査基準でどういう 

1:18:23 項目が具体的に展開されてるのかそれと、ガイドで、どういう形で整理さ

れてるのかっていうのはやっぱり、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

1:18:31 卓上ごとに見ていって、その包絡関係を見ていってっていう形で整理し

ていかないと、今のような一般論でこう整理していくっていう形はちょっ

と、 

1:18:43 整理論としては危険かなという気がしました。 

1:18:46 以上です。 

1:19:04 北海道電力の伊藤でございます。 

1:19:07 長井さんのお話理解いたしました。 

1:19:11 まず特に重要な安全機能を有する 12 条のお話いただきましたけれども

ちょっと資料構成がよろしくなかったと思っております。 

1:19:23 資料の、本日の資料ですと 2 ページ目に、 

1:19:27 ナビ水の影響評価ガイドの中にある、 

1:19:30 安全機能を有する系統のうち安全機能の重要度が特に高い安全機能

を有するものということで、この中で、 

1:19:37 我々が高温停止、低温停止に必要なもの、その他拾ったものが、12 条

で示される施設をすべて 

1:19:48 網羅してるねっていうところは確認してございまして、その 

1:19:52 確認した結果を、ちょっと言葉遣い、本日良くなかったですけれども共通

防護対象というところで、共通して守りましょうというところで、前段でお

話いただきました。 

1:20:03 安全施設全体の話と、その中で特に重要度が高いものが抜け落ちがな

いのかとそういったところは、考慮して、防護対象選定してるつもりでお

りますので、 

1:20:16 その辺りもわかるように、資料の 

1:20:20 作り込みをしていきたいというふうに思います。 

1:20:22 後段の葛西部分は大丈夫です。 

1:20:33 北海道電力の平田です。葛西の方ですねちょっと書き方が、淡白すぎる

といいますかもうちょっと 

1:20:43 考え方等を拡充するという意図と私の方は理解しました。ちょっと他条

文との書き方とは補足説明資料との繋がり等を踏まえてですね、 

1:20:55 もうちょっとこういうものを選定しているという理由を含めて記載拡充す

るということで、検討させていただきたいと思っております以上です。 

1:21:12 院長の長江です。 

1:21:13 その笠井の話は 

1:21:16 火災の影響評価ガイドに具体的に 

1:21:20 6 ポツ 2 ポツ 1 かな、火災防護対象機器の特定っていうところに 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

1:21:26 原子炉の安全停止の影響を及ぼす可能性のある機器をこう選んでる。 

1:21:31 具体例があるんで、それとかは、参考になるかと思うんですけど。 

1:21:36 最終的にはやっぱりＭＳ1 とか 2 とか、 

1:21:41 12 条の具体的に展開されている中のやっぱ包絡性で、全部、どこまで

含まれてるかという確認が皆さんがやるべきだと思います。 

1:21:55 北海道電力の平田です。82 を、法今現状ですね 12 条の包絡性という

ものは示せている資料にはなってございませんので、そことガイドの方

を踏まえてですね、資料を拡充させ、していきたいと思います。ありがと

うございます。 

1:22:11 貴重な場ですよろしくお願いします。 

1:22:28 規制庁側から他に何かコメントありますでしょうか。 

1:22:33 はい。北海道電力さんもよろしいでしょうか。 

1:22:37 なければ本日のヒアリングはこれで終わりにしたいと思います。では資

料の方修正して、また後日、ご説明お願いします。 

1:22:46 ありがとうございました。 

 


